
 

 患者各位 

 

 厚生労働省告示に基づき，薬

価基準が令和８年４月１日から，

社会保険診療報酬が，令和８

年６月１日から改定されます。 

 ついては，投薬料，検査料，

手術料等が変更され，お支払い

いただく金額に変動が生じます

ので，ご承知おきください。 

お 知 ら せ 
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